
労働者派遣法改正の詳細は、 
都道府県労働局にお問い合わせください。 

◆このパンフレットは、労働者派遣法改正法の主な内容を説明したものです。 
 
 

 
 

 
 

厚生労働省  

派遣会社・派遣先の皆さまへ 

 
 

 
 

 
 

主な改正内容 

平成２４年１０月１日から施行 

●日雇派遣が原則禁止になります 

●グループ企業派遣が８割以下に制限されます 

●離職後１年以内の人を元の勤務先に派遣することが禁止されます 

●マージン率などの情報提供が義務化されます 

●待遇に関する事項などの説明が義務化されます 

●派遣先の社員との均衡に向けた配慮が義務化されます 

●派遣労働者への派遣料金の明示が義務化されます 

●無期雇用への転換推進措置が努力義務化されます 

労働者派遣法が改正されました！ 

派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、 
派遣会社・派遣先には、新たな義務が課されます。 

事業に関すること 
 

労働者の待遇に関すること 
 

労働局名 課室名 所　　　在　　　地 代表電話番号

北海道 需給調整事業室 北海道札幌市北区北８条西２－１－１　札幌第１合同庁舎３Ｆ ０１１－７０９－２３１１

青　 森 需給調整事業室 青森県青森市新町２－４－２５　青森合同庁舎７Ｆ ０１７－７２１－２０００

岩 　手 需給調整事業室 岩手県盛岡市盛岡駅西通１－９－１５　盛岡第２合同庁舎　５階 ０１９－６０４－３００４

宮　 城 需給調整事業室 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１　仙台第４合同庁舎 ０２２－２９２－６０７１

秋　 田 職業安定課 秋田県秋田市山王３－１－７　東カンビル５Ｆ ０１８－８８３－０００７

山　 形 需給調整事業室 山形県山形市香澄町３－２－１　山交ビル３Ｆ ０２３－６２６－６１０９

福　 島 需給調整事業室 福島県福島市霞町１－４６ 福島合同庁舎４Ｆ ０２４－５２９－５７４６

茨 　城 需給調整事業室 茨城県水戸市宮町１－８－３１ ０２９－２２４－６２３９

栃　 木 需給調整事業室 栃木県宇都宮市明保野町１－４　宇都宮第２地方合同庁舎２Ｆ ０２８－６１０－３５５６

群 　馬 需給調整事業室 群馬県前橋市大渡町１－１０－７　群馬県公社総合ビル８Ｆ ０２７－２１０－５１０５

埼 　玉 需給調整事業室 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２　ランド・アクシス・タワー１４Ｆ ０４８－６００－６２１１

千　 葉 需給調整事業室 千葉県千葉市中央区中央４－１１－１　千葉第二地方合同庁舎3階 ０４３－２２１－５５００

東 　京 需給調整事業第二課 東京都港区海岸３－９－４５ ０３－３４５２－１４７４

神奈川 需給調整事業課 神奈川県横浜市中区尾上町５－７７－２　馬車道ウエストビル２Ｆ ０４５－６５０－２８１０

新　 潟 需給調整事業室 新潟県新潟市中央区美咲町１－２－１ 新潟美咲合同庁舎２号館 ０２５－２８８－３５１０

富 　山 需給調整事業室 富山県富山市神通本町１－５－５ ０７６－４３２－２７１８

石 　川 需給調整事業室 石川県金沢市西念３－４－１　金沢駅西合同庁舎５Ｆ ０７６－２６５－４４３５

福　 井 需給調整事業室 福井県福井市春山１－１－５４　福井春山合同庁舎９Ｆ ０７７６－２６－８６０９

山　 梨 職業安定課 山梨県甲府市丸の内１－１－１１ ０５５－２２５－２８５７

長 　野 需給調整事業室 長野県長野市中御所１－２２－１ ０２６－２２６－０８６４

岐 　阜 需給調整事業室 岐阜県岐阜市金竜町５－１３　岐阜合同庁舎４Ｆ ０５８－２４５－１３１２

静　 岡 需給調整事業課 静岡県静岡市葵区追手町９－５０　静岡地方合同庁舎５Ｆ ０５４－２７１－９９８０

愛　 知 需給調整事業第二課 愛知県名古屋市中区栄２－３－１　名古屋広小路ビルヂング６Ｆ ０５２－２１９－５５８７

三　 重 需給調整事業室 三重県津市島崎町３２７－２　津第２地方合同庁舎 ０５９－２２６－２１６５

滋　 賀 需給調整事業室 滋賀県大津市梅林１－３－１０　滋賀ビル３Ｆ ０７７－５２６－８６１７

京　 都 需給調整事業課 京都府京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１ ０７５－２４１－３２２５

大　 阪 需給調整事業第一課 大阪府大阪市中央区常盤町１－３－８　中央大通ＦＮビル１４Ｆ ０６－４７９０－６３０３

兵　 庫 需給調整事業課 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－１－３　神戸クリスタルタワー１４Ｆ ０７８－３６７－０８３１

奈　 良 需給調整事業室 奈良県奈良市法蓮町３８７　奈良第３地方合同庁舎 ０７４２－３２－０２０８

和歌山 職業安定課 和歌山県和歌山市黒田２－３－３　和歌山労働総合庁舎 ０７３－４８８－１１６０

鳥 　取 職業安定課 鳥取県鳥取市富安２－８９－９ ０８５７－２９－１７０７

島　 根 職業安定課 島根県松江市向島町１３４－１０　松江地方合同庁舎５Ｆ ０８５２－２０－７０１７

岡　 山 需給調整事業室 岡山県岡山市北区下石井１－４－１　岡山第二合同庁舎 ０８６－８０１－５１１０

広　 島 需給調整事業課 広島県広島市中区八丁堀５－７ 住友生命広島八丁堀ビル４Ｆ ０８２－５１１－１０６６

山　 口 需給調整事業室 山口県山口市中河原町６－１６　山口地方合同庁舎２号館 ０８３－９９５－０３８５

徳　 島 需給調整事業室 徳島県徳島市徳島町城内６－６　徳島地方合同庁舎４Ｆ ０８８－６１１－５３８６

香　 川 需給調整事業室 香川県高松市サンポート３－３３　高松サンポート合同庁舎３Ｆ ０８７－８０６－００１０

愛　 媛 需給調整事業室 愛媛県松山市若草町４－３　松山若草合同庁舎５Ｆ ０８９－９４３－５８３３

高　 知 職業安定課 高知県高知市南金田１－３９ ０８８－８８５－６０５１

福　 岡 需給調整事業課 福岡県福岡市卙多区卙多駅東２－１１－１　福岡合同庁舎本館１Ｆ ０９２－４３４－９７１１

佐　 賀 需給調整事業室 佐賀県佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎６Ｆ ０９５２－３２－７２１９

長　 崎 需給調整事業室 長崎県長崎市万才町７－１　住友生命長崎ビル ０９５－８０１－００４５

熊　 本 需給調整事業室 熊本県熊本市西区春日２-１０-１　熊本地方合同庁舎９階 ０９６－２１１－１７３１

大　 分 需給調整事業室 大分県大分市東春日町１７－２０　大分第２ソフィアプラザビル３Ｆ ０９７－５３５－２０９５

宮　 崎 職業安定課 宮崎県宮崎市橘通東３－１－２２　宮崎合同庁舎５Ｆ ０９８５－３８－８８２３

鹿児島 需給調整事業室 鹿児島県鹿児島市西千石町１－１　鹿児島西千石第一生命ビル１Ｆ ０９９－２１９－８７１１

沖　 縄 職業安定課 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１　那覇第二地方合同庁舎３Ｆ ０９８－８６８－１６５５



6 待遇に関する事項などの説明 

派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し

て、 

  ① 雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること 

  ② 派遣会社の事業運営に関すること 

  ③ 労働者派遣制度の概要 

 の説明をすることが義務化されます。 

7 
派遣先の都合で派遣契約を解除する 
ときに講ずべき措置 

労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐた

め、派遣先の都合により派遣契約を解除する場合には、 

 ・派遣労働者の新たな就業機会の確保 

 ・休業手当などの支払いに要する費用の負担 など 

の措置をとることが、派遣先の義務となります。 

（派遣契約時にこれらの措置について明記しなければなりません） 

8 
有期雇用派遣労働者の無期雇用への
転換推進措置 

派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないこと 

などから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者（雇用期間が通算１年以上）の 

希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。 

 ① 無期雇用の労働者として雇用する機会の提供  

 ② 紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進  

 ③ 無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施  

9 
派遣労働者が無期雇用労働者か否か
を派遣先への通知事項に追加 

均衡待遇の確保 

【派遣会社の義務】  
派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定する際、 

 ① 派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準 

 ② 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など 

に配慮しなければなりません。 

教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮が求められます。 
 

【派遣先の義務】  
派遣会社に対し、必要な情報を提供するなどの協力が求められます。 

11 
労働契約申込みみなし制度 
（平成27年10月１日施行） 

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受

け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対

して労働契約の申し込み（直接雇用の申し込み）をしたものとみなす制度です。

平成27年10月１日からの施行となっています。 

労働者派遣法の改正により、新たに派遣会社・派遣先に課される事項 

派遣会社 派遣先 

日雇派遣の原則禁止 1 

グループ企業派遣の８割規制 
実績報告の義務化 

2 

離職後１年以内の人を元の勤務先に 
 派遣することの禁止 

3 

離職後１年以内の元従業員を派遣労 
 働者として受け入れることの禁止、該 
 当する場合には派遣会社へ通知 

マージン率などの情報提供 4 

派遣料金の明示 5 

待遇に関する事項などの説明 6 

7 
派遣先の都合で派遣契約を解除す 
 るときに講ずべき措置 

有期雇用派遣労働者の無期雇用へ 
 の転換推進措置 

8 

派遣労働者が無期雇用労働者か否 
 かを派遣先への通知事項に追加 

9 

均衡待遇の確保 10 
均衡待遇の確保に向けた派遣元事  
 業主への協力 

11 
労働契約申込みみなし制度 
  【平成27年10月１日施行】 

1 日雇派遣の原則禁止 
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされて

おらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内

の日雇派遣は原則禁止になりました。 

ただし、①または②の場合は例外として認められます。 
 
 ① 禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合 

 

 

 

 

 

 

 
 
② 以下に該当する人を派遣する場合  
  (ア) 60歳以上の人 

  (イ) 雇用保険の適用を受けない学生 

  (ウ) 副業として日雇派遣に従事する人 

  (エ) 主たる生計者でない人 
 

 (ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合に限ります。 

2 グループ企業派遣の８割規制 

派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、派遣

会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が果たされないことから、

派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は全体の８割以下に制限されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

離職後１年以内の人を元の勤務先に 
派遣することの禁止 

本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り

下げられることのないよう、派遣会社が離職後１年以内の人と労働契約を結び、

元の勤務先に派遣することはできなくなりました（元の勤務先が該当者を受け入

れることも禁止されます）。 

 
 
 
 
 
 
 
【派遣会社】離職前事業者へ派遣労働者として派遣することを禁止 
【派遣先】該当する元従業員を派遣労働者として受け入れることを禁止 
  
   ※ 60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されます。  
 ※ 禁止対象となる勤務先の範囲は事業者単位となります 

30日以内 

労働契約 

派遣割合＝ 

全派遣労働者のグループ企業での 
総労働時間 

全派遣労働者の総労働時間 

定年退職者のグループ企業での 
総労働時間 

グループ企業 

派遣会社が 

連結子会社の場合 

派遣会社が 

連結子会社でない場合 

・派遣会社の親会社 

・派遣会社の親会社の子会社 

※親子関係は連結決算の範囲で判断 

・派遣会社の親会社等 

・派遣会社の親会社等の子会社等 

※親子関係は、外形基準で判断 

 （議決権の過半数を所有、出資金の 

 過半を出資など） 

正社員・契約社員として
Ａ社に勤務 離職 

派遣会社Ｂ社
と労働契約 派遣社員として 

Ａ社に勤務 

１年以内 

 
○ソフトウエア開発  
○機械設計  
○事務用機器操作  
○通訳、翻訳、速記  
○秘書  
○ファイリング 
 
 

○調査  
○財務処理  
○取引文書作成  
○デモンストレーション 
○添乗  
○受付・案内  
○研究開発  
 
 

○事業の実施体制の企画  
 ・立案  
○書籍等の制作・編集  
○広告デザイン 
○ＯＡインストラクション 
○セールスエンジニアの  
 営業、金融商品の営業  

禁止の例外となる業務 

4 5 
マージン率などの情報提供 
派遣料金の明示 

【関係者への情報公開】  
労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどによ

り派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化されます。 

 
 
 
 
 
 

 

【派遣労働者への明示】  
雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額（派

遣料金）」の明示が義務化されます。 

 ＜明示すべき派遣料金（次のうちいずれかを明示）＞ 

  ①派遣労働者本人の派遣料金 

  ②派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額（１人あたり） 

 ＜明示の方法＞ 

  書面・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれか 

派遣料金（派遣先が派遣会社へ支払う料金） 

賃金（派遣会社が労働者に支払う支払う賃金） マージン 

マージン率＝ 
派遣料金の平均額 

派遣料金の平均額 

派遣労働者の賃金の平均額 

有期雇用 

無期雇用 

3 
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改正に関するQ&A

（答）改正労働者派遣法で原則禁止とされたのは、あくまでも日雇派遣であり、直接雇用による日雇就労は禁止されていない。

（答）雇用期間が３１日以上あれば、日雇派遣には該当しない。例えば、雇用期間が３１日以上の労働契約を締結し、Ａ社へ２週間、Ｂ社へ１週間、Ｃ社へ２

週間派遣することは差し支えない。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）ご質問の場合のように、雇用期間が３０日以内であれば、日雇派遣の原則禁止に抵触する。

（答）日雇派遣の原則禁止の対象となるのは、改正労働者派遣法の施行日以降に締結される労働者派遣契約からである。

（答）御質問のような場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触しないものと判断される。

（問１）日雇いという働き方は全面的に禁止されるのか。

（問２）雇用期間が３１日以上の労働契約を締結しているが、その期間中、労働者を複数の会社に派遣することは問題ないのか。

（問３）例えば、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね２０時間以上あるような場合には、雇用期間が３１日以上の労働契約

を締結することが「社会通念上妥当」と言えるという理解でよいか。

（問４）例えば、雇用期間が３１日以上の労働契約を締結しているにもかかわらず、就労日数が１日しかない、あるいは契約期間中の初日と最終日しか就

労日数がないといった場合は、明らかに「社会通念上妥当」と言えないと考えられるが、そのような理解でよいか。

（問５）雇用期間が２ヶ月の労働契約終了後、残務処理や引継等のため、新たに雇用期間が３０日以内の労働契約を結ぶことは可能か。

（問６）改正労働者派遣法の施行前に締結した労働者派遣契約に基づく労働者派遣についても、日雇派遣の原則禁止は適用されるのか。

（問７）雇用期間が３ヶ月の労働契約を締結し労働者派遣を行っていたが、派遣労働者本人からの自発的申出により離職となり、結果的に雇用期間が３０

日以内となった場合には、日雇派遣の原則禁止に抵触するのか。

（問８）日雇派遣の原則禁止の例外となる場合として、「６０歳以上」「昼間学生」「副業（生業収入が５００万円以上ある場合に限る。）」「主たる生計者でな

改正に関するＱ＆Ａ

※ 以下の内容を含め、改正労働者派遣法に関してご不明な点がある場合には、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。

なお、具体的な相談窓口・連絡先は以下から御確認ください。

お問い合わせ先

【日雇派遣の原則禁止について】



（答）そのようなご理解でよい。

（答）日雇派遣の原則禁止の例外要件を満たすかどうかは、労働契約ごとに確認することが基本である。

ただし、例えば、過去に「６０歳以上」に該当することを確認している場合であれば、再度の確認は必ずしも要しない取扱いでも差し支えない。

また、別の例としては、例えば、数週間前に「昼間学生」に該当することを確認している場合には、当該労働者が退学等により「昼間学生」の要件を満

たさなくなったことが明らかである場合を除き、必ずしも再度の確認を要しない取扱いでも差し支えないが、年度替わりの時期等の場合には再度の確認

が必要である。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）そのようなご理解でよい。

い者（世帯収入が５００万円以上ある場合に限る。）」が示されているが、例外として取り扱われるためには、このいずれかの要件を満たせばよいということ

か。

（問９）以前に日雇派遣の原則禁止の例外となる場合の要件を満たしていることを確認したことがある労働者を再度日雇派遣労働者として派遣する場合

であっても、再派遣の際に、例外要件を満たしているかどうかについての改めての確認が必要なのか。

（問１０）日雇派遣の原則禁止の例外要件の判断に用いられる「収入」とは、税金や社会保険料の控除前であるという理解でよいか。

（問１１）例えば、生計を一にする世帯の中に３名（Ａ・Ｂ・Ｃ）の稼得者がおり、世帯収入に占めるＡの収入割合が４０％、Ｂの収入割合が３０％、Ｃの収入

割合が３０％となっている場合、３名全員が「主たる生計者でない者」に該当すると判断してよいか。

（問１２）日雇派遣の原則禁止の例外として認められる「副業（生業収入が５００万円以上ある場合に限る。）」とは、当該労働者の主たる業務の収入が５０

０万円以上という理解でよいか。例えば、三つの業務を掛け持ちしており、それぞれの業務の収入が４００万円、８０万円、２０万円である場合、こ

れらを合算すると５００万円になるが、これは「生業収入が５００万円以上」という要件を満たすものではないという理解でよいか。

（答）改正労働者派遣法の施行日以降に開始する事業年度から適用される。従って、事業年度の開始が４月の派遣元事業主であれば、平成２５年４月の

事業年度からグループ企業内派遣の８割規制が適用され、当該事業年度の実績を平成２６年６月末までに報告する必要がある。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属するか否かにより判断される。

具体的には、派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属する場合には、「派遣元事業主の親会社の連結子会社」に含まれるかどう

かにより判断され、派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属さない場合には、関係派遣先の範囲に含まれない。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）そのようなご理解でよい。

（問１３）グループ企業内派遣の８割規制が適用されるのはいつからか。また、派遣割合の報告が求められるのはいつからか。

（問１４）持分法適用会社は、関係派遣先の範囲に含まれないという理解でよいか。

（問１５）派遣元事業主の子会社は、関係派遣先の範囲に含まれるのか。

（問１６）派遣割合の算定基礎となる総労働時間には、残業時間等が含まれるという理解でよいか。

（問１７）グループ企業内派遣の対象となる派遣労働者の人数が全体の８割を超えている場合であっても、総労働時間に基づき計算した結果（派遣割合）

が８割を超えていなければ、グループ企業内派遣の８割規制に抵触しないという理解でよいか。

【グループ企業内派遣の８割規制について】

【離職後１年以内の労働者派遣の禁止について】



（答）そのようなご理解でよい。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）離職後１年以内の労働者派遣の禁止が適用されるのは、改正労働者派遣法の施行日以降に締結される労働者派遣契約からである。従って、離職し

た労働者の離職日が改正労働者派遣法の施行前であっても、労働者派遣契約の締結が改正労働者派遣法の施行日以降であれば、離職後１年以内

の労働者派遣の禁止は適用される。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）個人情報を適正に管理してもらうことが大前提であるが、法律上の義務を説明し、本人の同意を得た上で通知すれば差し支えない。

（問１８）禁止対象となる「労働者」は正社員に限定されないという理解でよいか。

（問１９）禁止対象となる「派遣先」とは「派遣先事業者」のことであり、例えば、Ａ工場を離職した労働者を同一事業主のＢ工場に派遣することも禁止対象

となるという理解でよいか。

（問２０）過去１年以内にＡ法人のＢ事業所に派遣した経験のある派遣労働者を、同一法人（Ａ法人）の別の事業所（Ｃ事業所）に派遣することが禁止され

ているわけではないという理解でよいか。

（問２１）改正労働者派遣法の施行前に離職した労働者については、「離職後１年以内の労働者派遣の禁止」は適用されないという理解でよいか。

（問２２）派遣労働者が派遣先となる事業主を過去１年以内に離職していないことを確認する方法として、派遣先からの通知がされる前は、労働者本人か

らの申告によらざるを得ないが、そのような理解でよいか。

（問２３）派遣先に「離職後１年以内」に該当するかどうかを確認してもらうため、派遣先からの依頼に基づき、当該確認に必要な範囲内で派遣先に労働者

の生年月日を通知することは、個人情報の適正管理という観点から問題ないという理解でよいか。

（答）そのような取扱いで差し支えない。いずれにせよ、情報提供の際には、マージン率のみならず、教育訓練やその他参考となると認められる事項（福利

厚生等）についても可能な限り分かりやすく記載することで、派遣元事業主の取組が労働者や派遣先等に正確に伝わるようにすることが重要である。

（答）改正労働者派遣法の施行後に終了する事業年度分から情報提供の対象となる。従って、事業年度の終了が３月末の派遣元事業主であれば、平成２

５年４月以降速やかに公表する必要がある。

（答）具体的には、派遣労働者、派遣労働者となり得る者、派遣先、派遣先となり得る者等が想定される。

（問２４）いわゆるマージン部分（派遣料金と賃金の差額部分）について、労働者や派遣先に正確な情報を提供する観点から、教育訓練費や法定福利費・

法定外福利費等に分けて情報提供したいと考えているが、そのような取扱いでも差し支えないか。

（問２５）マージン率等の情報提供は、いつから義務付けられるのか。

（問２６）改正後の労働者派遣法第２３条第５項の「関係者」とは、具体的にどのような範囲が想定されるのか。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）そのようなご理解でよい。

（問２７）改正後の労働者派遣法第３１条の２の規定により派遣元事業主に義務付けられる「待遇に関する事項等の説明」とは、労働契約締結前の説明を

指しており、例えば、登録状態にある労働者に対して説明するような場合等が該当するという理解でよいか。

（問２８）労働契約の締結前である以上、説明する「賃金の額の見込み」は一定の幅を持ったものとせざるを得ないが、そのような取扱いでもよいか。

【マージン率等の情報提供について】

【待遇に関する事項等の説明について】
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（答）「賃金の額の見込み」については、書面、ファックス又は電子メールにより説明する必要があり、御質問のような方法による説明は認められない。

ただし、「賃金の額の見込み」以外の事項に関しては、書面、ファックス又は電子メール以外の方法により説明することも可能であり、口頭やインター

ネット等による説明も認められる。

（問２９）「賃金の額の見込み」の説明方法として、例えば、「派遣元事業主のホームページにより確認されたい」という形で説明に代えることは可能か。

（答）そのようなご理解でよい。

（答）そのようなご理解でよい。

（問３０）労働者に明示する派遣料金額を「当該事業所における派遣料金額の平均額」とする場合について、明示すべき額は当該事業所に所属する全派

遣労働者の全業務平均の額でも足り、必ずしも業務別に分けて計算する必要はないという理解でよいか。

（問３１）派遣料金額を明示する場合の金額の単位（時間単位・日単位・月単位等）には、制限がないという理解でよいか。

（答）労働契約申込みみなし制度の施行は平成２７年１０月１日とされており、それまでにお示しをする。

（答）次回の契約更新時に改正後の政令に基づく条番号及び号番号を記載すればよく、改正政令の施行前に締結した契約書まで変更する必要はない。

（答）次回の契約更新時に「派遣労働者が無期契約であるか否か」を通知すればよく、改正労働者派遣法の施行前に締結した契約に関して、改正労働者

派遣法の施行後に追加通知する必要はない。

（答）そのようなご理解でよい。

（問３２）労働契約申込みみなし制度の具体的な運用については、いつ明らかになるのか。

（問３３）いわゆる２６業務の号番号について、改正労働者派遣法の施行に伴う政令改正により変更が生じているが、改正政令の施行前に締結した契約

書に「●号業務」（旧号番号）という記載がなされている場合には、改正政令の施行後に契約書を変更する必要があるのか。

（問３４）派遣元事業主から派遣先への通知事項に「派遣労働者が無期契約であるか否か」が追加されるが、改正労働者派遣法の施行前に締結した労働

者派遣契約についても、改正労働者派遣法の施行後に当該派遣労働者が無期契約であるか否かを追加通知する必要があるのか。

（問３５）今回の改正は、一般派遣元事業主だけではなく特定派遣元事業主に対しても当然適用されるものであるという理解でよいか。

【派遣料金額の明示について】

【その他】


